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１．日系企業の定義 

 定款第５条の「（日本国法人が出資する）外商投資企業」とは、次の各号のい

ずれかを満たす企業とする。 

（１）日系資本が５０％以上の法人であること 

（２）日系資本が２５％以上の法人であり、董事長又は董事兼副総経理以上が

日本本社からの駐在員であること 

 日系資本が２５％以上とは、一義的には営業許可証、外商投資企業批准証書

の記載で確認するが、その他の書類により、実質的に日系資本企業であること

が確認できる場合はこの限りではない。また、日系資本には、中国大陸内外の

法人等を通じて間接的に出資されたものを含む。ただし、いずれの日系資本の

出資者も、中国資本が過半数の議決権を有する、中国籍を有する者が経営する

など実質的に中国資本あるいは中国籍を有する者が支配権を有するものでない

こととし、事務局は必要に応じて申請者に対し日系資本の出資者の議決権等支

配権に関する状況を示す資料の提出を求めることが出来る。 

 なお、入会に当たっては、企画委員会の個別審査を経た上で、理事会の決議

を得なければならない。 

 また、定款第 5 条の「日本国法人が設立した代表機構」の「日本国法人」につ

いても、中国資本が過半数の議決権を有する、中国籍を有する者が経営するな

ど実質的に中国資本あるいは中国籍を有する者が支配権を有するものでないこ

ととし、入会に当たっては、外商投資企業と同様の手続きを要するものとする。 

 

２．個人会員資格の定義 

 個人会員の対象となる日本人（日本国籍を有する個人。以下同様）は、原則

として、日系を除く外商投資企業で働く日本人とする。なお、中国企業（中国

資本が過半数の議決権を有する、中国籍を有する者が経営するなど実質的に中

国資本あるいは中国籍を有する者が支配権を有する外商投資企業を含む）で働

く日本人は対象外とする。ただし、１．に規定する日本国法人から中国企業等

に出向している日本人については、会費を出向先の中国企業等から支払わない



場合には、個人会員の対象とする。 

 また、法人会員の資格を有する法人（日系法人）に所属する日本人について

は、個人会員での入会ではなく、原則として、法人会員として入会するよう求

めることとする。 

 なお、入会に当たっては、企画委員会の個別審査を経た上で、理事会の決議

を得なければならない。 

 

３．賛助会員について 

 定款に定めがあるが、当面運用しない。 

 

 

付 則 この規則は、2020 年 9 月 16 日から施行する。 

 なお、第 1 条「日系企業の定義」については、2020 年 9 月 16 日以前に法人会

員として加入している会員については、当該会員の資本構成や親会社の支配権

の状況に変更がない限り適用されない。これらに変更があった場合であって、

同会員が会員資格の継続を希望する場合には、企画委員会において検討の上、

理事会の決議を経て、継続の可否を決定する。 

 また、第 2 条「個人会員資格の定義」については、2020 年 9 月 16 日以前に個

人会員として加入している会員については、当該会員の所属先の状況に変更が

ない限り適用されない。所属先の状況あるいは所属先そのものに変更があった

場合には、新たな規定の下で入会申請を行う必要がある。 

 また、第 3 条「賛助会員について」については、2020 年 9 月 16 日以前に加入

している会員については、所属先の状況に変更がない限りにおいて継続を認め

るが、退会後の再入会又は新規入会は認めない。賛助会員は、定款並びに総会

及び理事会の議決事項を遵守しなければならず、これに違反し、または実業人

として必要とされる社会的道義を著しく損なうような行為のあった賛助会員に

ついては、企画委員会及び理事会の決議を経て退会させることが出来る。退会

の場合、会費の返済は行わない。 

 


